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ＩＴＥＭに参加される方へ    

公取協ＪＩＲＡ支部 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療機器業公正競争規約の展示関連説明をいたします。



All Rights Reserved Copyright JIRA 

説明内容 

1. 規約上の注意点 

2. 会場入場券について 

3. 学会場において注意すること 

4. アウトサイダーについて 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
私からは、これらの４つについて説明いたします。
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•医療機器業公正取引協議会が
景品表示法に基づき消費者庁と
公正取引委員会に届出し受理さ
れた公正競争規約が適用されま
す。 

ＩＴＥＭに参加される方へ      
規約上の注意点   

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ＩＴＥＭに参加される方への規約上の注意点として医療機器業公正取引協議会が独占禁止法に基づき消費者庁と公正取引委員会に届出し受理された公正競争規約が適用されます。
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医療機器業界の自主ルール 
正常な商慣習の確立のために 

①倫理綱領 
社会に対し、良いことをする 

  

② 企業行動憲章 

事業行動に対する企業経営者の責務 

③ プロモーションコード 
 良いことをするために守るべきこと、 

してはいけないことを例示 

④ 公正競争規約 

景品類提供の制限 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このスライドは、医療機器業界の４つの自主ルールを示しています。①から③は、日本医療機器産業連合会（通称医機連といいます）の企業倫理委員会が運営している自主ルールです。この自主ルールには法的根拠や罰則・拘束力はありません。④の公正競争規約は、先程申し上げたように景品表示法という法的根拠をもち、罰則や拘束力を有します。事業者が守らなければならないこと、おこなってはならないことを景品類の提供という切り口から具体的、詳細に定めています。
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公正競争規約の立場より  
注意すること 

会場入場券について 
 企業の封筒に入れて送付したり、企業名を押印
して送付することは、規約では、費用の肩代わり
とみなされ規約違反になる可能性があります。 

 
注意！ 

入場券はＪＲＣが得意先に配布するものです。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず最初に会場入場券について注意事項を申し上げます。入場券は、ＪＲＣが得意先に配布するものとなっております。企業の封筒に入れて送付したり、カタログと一緒に送付したり、企業の判を押して送付することは、本来JRCが入場券を負担する費用の肩代わりとみなされ、規約に抵触いたしますので行わないようお願いいたします。
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公正競争規約の立場より  
学会場において注意すること 

・学会での案内等の手伝いについて   
•要請に応ずる場合は、複数社で対応して
ください。 

•同一資本系列（子会社等）や自社代理店
との対応は認めていません。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に学会での案内等のお手伝いについてですが、学会からの要請に応ずる場合は必ず複数社で対応して下さい。同一資本系列や自社代理店との対応は単独で対応したとみなされ規約で制限されますので注意して下さい。
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公正競争規約の立場より  

学会場において注意すること 

•接待・・・商談・会議等を円滑に進行さ
せるために副次的に行うものです。 

 一人当たり10,000円を超える接待はでき
ません。また、２次会は禁止されています。 

•饗応・・・飲食物や娯楽等の提供それ
自体を目的とし、接待の範囲を超えるも
のー饗応は取引誘引行為として不当なも
のとなり規約違反になります。 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
展示会での商談後に接待を行うこともあろうかと思いますが規約では、「商談・会議等を円滑に進行させるための副次的な接遇」となっています。社会通念を超えての接待は規約違反となる恐れがありますので注意してください。通常の営業活動での接待では、一人当たり10,000円を超える接待はできません。また、２次会は禁止されています。　この接待をこえるものであるきょう応は、飲食物や娯楽等の提供それ自体を目的とし、接待の範囲を超えるものとなっています。饗応は取引誘引行為として不当なものとなり規約違反になります。尚、ここには書いてありませんが、公務員（みなし公務員を含む）に対しての接待等は、公務員倫理法に抵触する恐れもありますので、特にご注意申し上げます。
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公正競争規約の立場より  
学会場において注意すること 

•学会等の展示会において形状見本
を配布すること 

    

 学会等の展示会で形状見本を配布する
ことは、規約上の配布の要件を充たしま
せん。規定の範囲内でも提供することは
できません。  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　学会の展示会において形状見本を配布することは、配布の要件を充たしませんので提供することはできません。ご注意願います。（試用医療機器の提供の原則）薬機法でいう「医療機器を授与」することができる事業者のみが、提供できる。試用医療機器は、当該試用医療機器に関する情報を必ず伴うものとする。ここでいう情報とは、品質、有効性、安全性など当該医療機器に係る情報をいいます。情報を必ず伴うということは、医療機器情報担当者の訪問目的が試用医療機器を医療担当者に配布する行為にのみとどまることがないよう規定したものです。いわゆるサンプルとして無償で提供する医療機器
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•アンケートの謝礼は 

 学会場にて調査の場合１千円を越えない
範囲と決められています。（来場記念品等
と提供できる内容は同じです。） 

（注意） 

 記載内容が名目実態に合わないものは認めら
れません。 

 学会展示会場でのアンケートに名を借りた景品
類の提供は規約に違反します。 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　アンケートの謝礼についてですが、展示会場のブース内においてアンケートをとられることもあるかと思います。　その際の、謝礼は、千円を超えない範囲とされています。アンケートの記載内容が名目実態に合わないものは認められません。アンケートに名を借りた景品類の提供は規約に違反します。尚、アンケートに回答いただいた方にクジを引いていただいて、景品を差し上げることは、アンケート本来の趣旨から逸脱しており、規約に違反する行為になります。
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  公正競争規約の立場より  
学会場において注意すること 

・学会併設自社展示会場の来場者への記念品等
について 

 

・来場記念品 

市価で1千円を超えない範囲で、参加者が学
会や研究会で利用でき、かつ、来場者に平等
に提供できるものにしてください。 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　景品提供についてですが、学会や研究会にふさわしく、参加者が学会や研究会で利用でき、かつ、来場者に平等に提供できるものに限定されます。具体的には、筆記用具、メモ帳類、カタログを入れる袋類であって、市価で『千円を超えない範囲』としてください。
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•具体的には 

文具類（筆記用具・メモ帳類） 

カタログ等資料を入れる袋 

モバイル用品（ノートパソコン等のモバ
イルを使用する上で有用な物品） 

 例えば、ＵＳＢメモリー、ＳＤカード等 

※但し、携帯ストラップ等引き寄せ景品は禁止 

※必ず社名・製品名等が印字されていること 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　その他、ノートパソコン等のモバイルを使用する上で有用な物品であるモバイル用品（例えば、ＵＳＢメモリー、ＳＤカード等）但し、携帯ストラップ等引き寄せ景品は禁止です。これらの景品を提供には、必ず社名・製品名等を印字して下さい。
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•食品等（飲料や菓子類）の提供について 
 

※提供することはできません。 
 

※例外として、自社ブースの中に商談コーナー
等を独立して設置し、その中で医療担当者と
打合せする場合に茶菓を提供することは許容
されます。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
食品などの提供について　飲料や菓子類の食品などを提供することは出来ません。違反事例として、ミントタブレットや名産品としての七味唐辛子やカットフルーツなどの例がありました。　例外として、自社ブースの中に商談コーナー等を独立して設置し、その中で医療担当者と打合せする場合に茶菓を提供することは許容されます。（パーテーション等により仕切られた商談コーナーや相談コーナーが設置されている場合）
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公正競争規約の立場より  
学会場において注意すること 

•学会において、自社の取扱い医療機器に関する
研究の発表がある。併設展示会場で展示する。 
当該学会は自社の取り扱う医療機器の講演会等
になるか？ 

 ⇒学会の主催や学会と共同開催ではない限り認
められません。 

 サテライトセミナーも ×認められません。 
 
•（注意） 
 事業者の労務提供、費用負担等について要件が
あります。 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
学会において自社が行う講演会についてですが、学会の主催や学会と共同開催でない限り認められません。サテライトセミナーも認められませんのでご注意下さい。その際、労務提供や費用負担などについての要件があります。（労務提供の要件）①複数社で対応すること②１社、１日当たり１，２名を目安とすること（所在地を所轄する営業所に所属する者を原則③手伝い程度の簡単な作業とすること（クローク、受付、会場内誘導、照明（SW ON-OFF）④事前に支部へ届け出ること（共催会合の費用負担について）共催者間であらかじめ会合におけるテーマ、役割、費用等についての分担の取決めが明確にされていること。他、事前に協議、共同で立案、共催者名が記載、企画書を作成し、会合終了後に参加者名簿も保管。
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アウトサイダーについて 

•公取協JIRA支部に加入していないので
関係ない・・・ 
 

⇒違反した場合、消費者庁が景品表示法
を基に直接調査を行います。措置内容
は、大変厳しいものになります。 

  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　医療機器業公正取引協議会の会員でない方や、公取協ＪＩＲＡ支部に加入していない方は関係がないと思われているかも知れませんが、　違反した場合、消費者庁が景品表示法を基に規約を参酌参考にして直接調査を行います。措置内容は、大変厳しいものになりますのでご注意下さい。
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ＩＴＥＭ会場内に公取協ブースが
設営されています 

•規約の周知を行い、相談を受け付けます。 

•会場内を見回り監視を強化いたします。 

•規約に抵触すると思われる場合は、その
場で違反行為を中止するよう求めます。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ＩＴＥＭ会場内に公取協ブースが設営されます。このブースでは、規約の周知を行い、相談を受け付けています。又、会場内を見回り監視を強化いています。この際、規約に抵触すると思われる場合は、その場で違反行為を中止するよう求めます。その様な行為が無きようお願い致します。
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国家公務員への接待等について 

•国立大学等公務員の先生へ接待や
進物を行うことは国家公務員倫理規
程に抵触する恐れが高いのでご注意く
ださい。 

•相手の先生へ多大なご迷惑をかける
ことになります。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国家公務員への接待等についてですが、　国立大学等公務員やみなし公務員の先生へ接待や進物を行うことは国家公務員倫理法・倫理規程に抵触する恐れが高いのでご注意ください。　相手の先生へ多大なご迷惑をかけることのない様に留意して下さい。
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最後に 

 規約をご理解いただき遵守
していただくようお願いいた
します。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
是非、規約をご理解いただき遵守していただくようお願いいたします。最後にもう一つだけ今日、この会場で弊社は医療機器メーカーではないのでこの規約は関係ないと思っておられる方や医療機器業公正取引協議会の会員ではないので関係ないと思われているかもしれません。たしかに、医療機器業公正取引協議会の範疇ではないので規約に反することをした場合、処罰の対象とはなりません。しかし、規約に準じた悪質な違反の場合、所轄官庁の消費者庁及び公正取引委員会から処罰を受ける恐れがありますことをご忠告申し上げます。これで説明を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
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